
  事後調査

事後調査報告書の位置付け等について

※下線部は同一内容となる

静岡県環境影響評価条例

県専門部会によるチェック体制

自然環境保全条例

　工事中及び供用後の環境の状況を把握するための調査として「事後調査」に関する制度を規定［§43～45］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

H26.４  静岡県中央新幹線環境保全連絡会議を設置

H31. 1   ２つの専門部会(地質構造・水資源、生物多様性)を設置

  R6. 2   「今後の主な対話項目」３分野９区分28項目を整理

              ⇒着工後に行う「事後調査、モニタリング及び環

　　　　　  境保全措置等」の内容を含め議論

H26.11

JR東海が

事後調査計画書

を作成、知事

に送付(§43I)

  
 H26.12
県は環境影響評価審査会に意見聴取
し、JR東海に知事意見を提出(§44I)

　　　　　　
　　

＜知事意見抜粋＞

R8.3
対話完了

「静岡県中央新幹線環境保全連絡会議
への参画を通じ、同会議の助言等を踏
まえ、事後調査、モニタリング及び環
境保全措置等を確実に実施するととも
に報告し、公表すること。」

対話完了により、
「事後調査、モ
ニタリング及び
環境保全措置
等」として、JR
東海が着工後に
行う事後調査の
内容が確定

・「事後調査計画書」の記
載に、知事意見を踏まえ
再検討が加わった状態と
整理可能(§45)

・JR東海は、この「再検　
　討」を踏まえ事後調査
　(「事後調査、モニタリン
　グ及び環境保全措置等」)
　を実施していく段階に到達

対話完了により、「事後
調査、モニタリング及び
環境保全措置等」として、
JR東海が着工後に行う事
後調査の内容が確定

JR東海は、

改訂版の事後

調査計画書

(兼)

事後調査報告

書（本体工事に係

る第１段）を作

成

JR東海は、自然環境の保全
に必要な対策を記載した　　　
  自然環境保全計画書などの　
協定締結に必要な書類作成

①

③ ④

県環境影響 
審査会で確認
(§44Ⅱ、§45Ⅵ)

※

※

※

⑤ ⑦ ⑧

＝ 着工

             従前の事後調査計画書
（形式上は事後調査報告書(本体工事に係る第１段)を兼ねる）

改訂版の事後調査計画書 事後調査報告書

② ⑤ ⑥ ⑦ ⑨

自然環境保全
協定を締結

(「事後調査計画書」の作成・「事後調査」の実施・「事後調査報告書」の作成等)
※環境影響評価法上、｢将来判明すべき環境の状況に応じて講ずる環境保全措置｣を準備書の記載事項として定め、事業者に対して事後調査の実施を求めていることを踏まえた制度
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